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大阪国際空港の概要

第１種空港種別

１４時間
（７：００～２１：００）

運用時間
（利用時間）

１，８５２万人

１３．２万回

３２都市 （１７１便／日）

３，０００ｍ × ６０ｍ
１，８２８ｍ × ４５ｍ

大阪国際空港（伊丹空港）

Ｈ17年度旅客数

Ｈ17年度発着回数

就航状況

滑走路

空港名

1,8521,85217

1,9481,94816

1,8861,88615

1,8061,80614

1,7021,70213

1,6231,62312

1,6241,62411

1,5121,51210

1,3821,3829

1,3191,3198

1,2801,2807

1,7912451,5466

2,3615341,8275

2,3255221,8034

2,3475421,8053

2,3235251,7982

2,2215211,700平成元

際内計国際線国内線年度

旅客数の推移

１

単位：万人



国内基幹空港の比較

内

際

第２種Ａ第２種Ａ第１種第１種空港種別

２４時間
（７：００～２２：００）

１，８５６万人

国際 ２１７万人
国内 １，６３９万人

１３．７万回

国際 １．６万回
国内 １２．１万回

２３都市 （１６１便／日）

１６都市（８ヵ国・地域）
１６７便／週

２，８００ｍ × ６０ｍ

福岡空港

２４時間２４時間
１４時間

（７：００～２１：００）
運用時間
（利用時間）

１，７７４万人

国際 ６３万人
国内 １，７１１万人

９．９万回

国際 ０．５万回
国内 ９．３万回

２７都市 （１３０便／日）

１０都市（６ヵ国・地域）
４１便／週

３，０００ｍ × ６０ｍ
３，０００ｍ × ６０ｍ

新千歳空港

６，３６０万人

国際 １３０万人
国内 ６，２２９万人

３１．２万回

国際 ０．６万回
国内 ３０．６万回

４５都市 （４２０便／日）

金浦（韓国）
チャーター８便／日

３，０００ｍ × ６０ｍ
２，５００ｍ × ６０ｍ
３，０００ｍ × ６０ｍ
（整備中：２，５００ｍ×６０ｍ）

東京国際空港（羽田）

１，８５２万人

１３．２万回

３２都市 （１７１便／日）

－

３，０００ｍ × ６０ｍ
１，８２８ｍ × ４５ｍ

大阪国際空港（伊丹）

Ｈ17年度
旅客数

Ｈ17年度
発着回数

就航
状況

滑走路

空港名

就航状況はＨ19年1月ダイヤ

２



大阪国際空港の歴史
• 昭和33年 3月 伊丹空港基地返還。「大阪空港」として告示

• 昭和34年 7月 第1種空港指定。拡張用地買収（～昭和42年）。地元に拡張反対運動

• 昭和40年11月 ジェット機の深夜早朝（23時～翌朝6時）の発着禁止を閣議決定

• 昭和42年 9月 国が騒音被害防止の責務を負う「特定飛行場」に指定

• 昭和44年12月 「大阪空港騒音訴訟」提訴。その後訴訟と調停申請が相次ぐ。

《夜間の差止めや空港の廃止と廃止までの損害賠償などを求めた》
• 昭和45年 2月 Ｂ滑走路（3,000ｍ）供用開始

• 昭和46年12月 環境庁長官、夜間（22時～翌朝7時）規制を運輸大臣に勧告

• 昭和55年6・7月 空港存続についての調停成立（伊丹１～６次調停団、大阪調停団）

「空港の存廃については関空開港時までに決定」
• 昭和56年 8月 「大阪空港騒音訴訟」最高裁判決「過去分の慰謝料について国敗訴」

以降、和解・調停が成立。
• 平成 2年11月 「存続協定」締結 （運輸省と上記調停団、１１市協）

存続協定について
（空港機能等）
• 関西国際空港開港後も運輸大臣が直轄で管理・運営する

国内線の基幹空港とする
「第2種空港は、国土交通大臣が設置し、及び管理する」 （空港整備法）

国が費用も含めて責任を持つことで、地元も存続に合意し、協力してきた

ｼﾞｪｯﾄ総枠
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国内線ネットワーク比較

１：中部２：中部、小牧１：中部中部

１：那覇

１：福岡

２：岡山、広島

３：関空、伊丹、神戸

２：羽田、成田

４：新潟、松本、富山、小
松

７：青森、三沢、秋田、花
巻、山形、仙台、福島

６：稚内、女満別、根室、
釧路、函館、利尻

２７都市

新千歳空港

２：岡山、広島１：出雲３：出雲、隠岐、石見中国

沖縄

九州

四国

近畿

関東

北陸

東北

北海道 １：新千歳１：新千歳１：新千歳

（女満別、旭川、函館線を
関空へ政策シフト）

内
訳

３：高松、高知、松山３：徳島、高知、松山２：高知、松山

１０：福岡、北九州、大分、
熊本、長崎、宮崎、鹿児島、
与論、奄美大島、与那国

５：宮崎、鹿児島、対馬、
福江、天草

９：福岡、大分、佐賀、熊
本、長崎、宮崎、鹿児島、
種子島、奄美大島

２：仙台、福島３：青森、花巻、仙台、９：青森、三沢、大館能代、
秋田、花巻、庄内、山形、
仙台、福島

２：羽田、成田２：羽田、成田２：羽田、成田

２：新潟、小松４：新潟、松本、富山、小
松

２：新潟、松本

６：粟国、北大東、南大東、
宮古島、石垣島、久米島

１：那覇３：那覇、宮古島、石垣島

３：関空、伊丹、神戸２：関空、伊丹１：但馬

３２都市

那覇空港

２４都市

福岡空港

３２都市

大阪国際空港

合計

JTB１月時刻表より（臨時便を除く）

大阪国際空港は、国内線の基幹空港としてバランスのとれたネットワークをもつ

所在道県内の路線 近隣県への路線注：数字は都市数

４



羽田空港再拡張事業へ地方負担を導入する理由

（H14交通政策審議会航空分科会答申より）

・再拡張事業は、周辺地域に大きな利益をもらす。

・国際定期便の就航により、周辺地域に更に大きな利益をもたらす。

羽田空港再拡張事業の資金スキーム

存続協定以降、大阪国際空港では新たな地方負担に相当する受益は見出せない

国 １００％羽 田 従来事業

ＰＦＩ １００％

財政投融資（有利子） ５０％ ２０％国 ３０％

地方による無利子融資
（再拡張事業の滑走路整備に
かかる利子分のみ地方負担）

羽田再拡張 ﾀｰﾐﾅﾙ・ｴﾌﾟﾛﾝ

羽田再拡張 滑走路

５



空港整備法上の空港の種類と地方負担等

• 成田、関空、中部はそれぞれ株式会社が設置管理者となっている。
• 基本施設： 滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、照明施設等
• 附帯施設： 排水施設、護岸、道路、自動車駐車場及び橋
• 地方負担主体は都道府県。ただし、市町村に受益の範囲で負担させることができる。

全額

全額

０

０

地方の

使用料収入

基本施設：５０％
附帯施設：５０％以上

基本施設：４５％
附帯施設：４５％以上

基本施設：１／３※

附帯施設：０

基本施設：０
附帯施設：０

地方負担割合
※直轄事業負担金

青森・福島・富山・
能登・神戸・岡山・
南紀白浜・佐賀等

旭川・帯広・秋田・
山形・山口宇部

新千歳・福岡・那覇・
函館・新潟・松山等

（成田・関空・中部）
羽田・伊丹

該当空港

地方的な航空運送
に必要な空港

（同上。申請により
地公体が管理）

主要な国内航空
路線に必要な空港

国際航空路線に
必要な空港

定義

地公体
地公体

大臣
地公体

大臣
大臣

大臣
大臣

設置者
管理者

第2種
（Ｂ）

第3種

第2種
（Ａ）

第1種

注：青字は国際定期旅客便が就航。

港種区分の変更は、事実上、地方負担割合の変更に直結

着陸料収入を全額国が徴収し、その一方で地方負担を求める

あり方そのものもご議論いただきたい

６



H18.12 地方分権改革推進法成立

第6条 「国は～、 国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保等
の観点から、～ 財政上の措置の在り方について検討を行うものとする。
→ 今後、地方分権改革推進委員会（内閣府設置）で議論

直轄事業負担金 と は

２種Ａ空港の地元負担（直轄事業負担金）は、
本来縮小・廃止の方向で議論されるべき

＝ 国が建設事業等を行う際、法律等
に基づき、地方公共団体に求める
負担金

全国知事会など地方六団体による意見書
＝ 「地方分権の推進に関する意見書」 (平成18年6月7日）

国直轄事業負担金については、自治体に対して個別に財政負担を課する
極めて不合理なものであることから、これを廃止する。

２種A空港の地元負担（直轄事業負担金）は縮小・廃止しつつ、

一般会計からの繰入額の拡大等を講じることにより、空港整備
特別会計の充実を図るべき

７


